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『【過去5年】勝負のキメ肢

朝倉日出男朝倉日出男

徹底分析H30合格戦略会議』
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相殺

200万

（負担部分）

150万

Ａ

Ｂ

Ｃ

（負担部分）

150万

300万

全部免除

丙

Ａ

甲

乙

⇒ 60万

90万

免除

⇒ 0

⇒ 60万

443条1項

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｃに通知せず

全額弁済

・反対債権

・同時履行の関係

求

償
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443条1項

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｃに通知せず

全額弁済

・反対債権

・同時履行の関係

求

償

事前の通知義務を課すこ

とで、被通知者たるＣの

債権者Ａに対する権利行

使の機会を保障

443条2項

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｃに通知せず

全額弁済

知らずに弁済

443条2項

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｃに通知せず

全額弁済

知らずに弁済

Ｂが事後通知を怠ると、Ｃ

の第2弁済が有効となる。

「Ｃの善意」&「事前通知」
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444条

丙

Ａ

甲

乙
⇒ 45万

90万

⇒ 45万

無資力

30万

30万

30万

絶対的免除

丙

Ａ

甲

乙

90万 30万

30万

30万

求償関係の消滅

相対的免除

丙

Ａ

甲

乙

90万 90万

30万

90万

求償関係は存続
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保証

主債務者

Ａ

Ｂ

Ｃ保証人

債権者及び保証人との

間で契約を締結する。

債権者

対抗要件

第177条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法

（平成16年法律第123号）その他の登記に関する法律

の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対

抗することができない。

�第178条

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなけれ

ば、第三者に対抗することができない。

債権
債権者Ａ

対抗要件（対債務者）

譲受人Ｃ

債務者債務者債務者債務者ＢＢＢＢ

（譲渡人）

通知

承諾
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債権
債権者Ａ

対抗要件（対債務者以外の第三者）

譲受人Ｃ

債務者Ｂ

（譲渡人）

通知

承諾

確定日付

異議をとどめない承諾

代金債権 １００万

債務者

債

権

譲

渡

請求

①弁済した

②異議を

とどめな

い承諾

この場合、弁済によって

債権が消滅した事実を譲

受人に対抗できない。

譲渡人

譲受人

債権
債権者債権者債権者債権者ＡＡＡＡ

最判昭50.12.8

譲受人譲受人譲受人譲受人ＣＣＣＣ

債務者債務者債務者債務者ＢＢＢＢ

（（（（譲渡人譲渡人譲渡人譲渡人））））

③通知

①

②反対債権
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債権
債権者債権者債権者債権者ＡＡＡＡ

対抗要件（対債務者）

譲受人譲受人譲受人譲受人ＣＣＣＣ

債務者Ｂ

（（（（譲渡人譲渡人譲渡人譲渡人））））

異議なき

承諾


